
「四街道ふるさとの味お届け便」に関するＱ＆Ａ 

 

【対象者について】 

Ｑ１：学生とは 

Ａ１：学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条に規定する大学（同法第９７条に規定

する大学院及び同法第１０８条第２項に規定する短期大学を含む。）、高等専門学校、

同法第１２４条に規定する専修学校又は同法第１３４条に規定する各種学校（自動

車教習所等を除く。）に在学する学生をいいます。 

 

Ｑ２：父母等とは 

Ａ２：学生の主たる生計を維持する方をいいます。 

 

Ｑ３：県外に居住していますが、住民登録地は四街道市のままになっています。対象にな

りますか。 

Ａ３：対象になります。 

 

Ｑ４：県外に居住していますが、県内の大学等に在学しています。対象になりますか。 

Ａ４：対象になります。 

 

Ｑ５：現在休学中です。対象になりますか。 

Ａ５：対象になります。ただし、学生証、在学証明書、その他学生であることを証明する

ものの写しが必要です。 

 

Ｑ６：アルバイト収入が多く親の所得税法上の扶養親族ではありません。対象になります

か。 

Ａ６：対象者（学生）の収入要件は設けておりませんが、授業料、一人暮らし等の生活費

等の大部分を父母等が負担している場合のみ対象となります。なお、所得税法上、

父母等の扶養親族であるかは判定要件としません。 

 

Ｑ７：社会人として仕事をしていましたが、会社を退職し、父母等の援助を受けずに 

自分の貯蓄のみで生活し、現在大学に在学しています。対象になりますか。 

Ａ７：父母等の援助を受けずに自分の貯蓄のみで生活している場合は、父母等と生計を一

にしていないため、対象になりません。 

 

Ｑ８：兄弟、友達等と親の援助を受けてルームシェアをしています。対象になりますか。 

Ａ８：対象になります。 

 



 

【申請について】 

Ｑ９：申請は父母等でも可能ですか。 

Ａ９：学生本人または父母等による申請が可能です。 

 

Ｑ１０：申請書は、対象者に送付されますか。 

Ａ１０：対象者への郵送等での個別のご案内はしておりません。市ホームページからダウ

ンロードしていただくか、市役所政策推進課窓口で配布しています。 

 

Ｑ１１：申請書に不備があった場合にはどうなりますか。 

Ａ１１：担当者から申請書に記載していただいた連絡先に確認のお電話を入れさせていた

だくことがあります。ご連絡が取れない場合は、お届け便を送付できない場合が

あります。あらかじめご了承ください。 

 

Ｑ１２：学生の健康保険証等、父母等が生計維持者であることがわかる書類の写しとは、

どのような書類がありますか。 

Ａ１２：健康保険の資格証明書や加入期間証明書、申告書等の控え（扶養者の氏名が確認

できるもの）等があります。 

 

【送付について】 

Ｑ１３：送付先を四街道市内の父母等の住所にできますか。 

Ａ１３：父母等の住所に送付することはできません。送付先は、県外の学生の居住地限定

となります。 

 

Ｑ１４：配送日時の指定はできますか。 

Ａ１４：配送日時の指定はできません。あらかじめご了承ください。 

 

Ｑ１５：不在票が入っていましたが、長期不在にしており、受け取りができず返送され     

てしまいました。再送してもらえますか。 

Ａ１５：再送することはできません。帰省等により長期不在にされる場合は、申請の際、

申請書備考欄にその旨をご記入ください。 

 


